
 
認

知
症

介
護

研
修

体
系

 
  

認
知
症
介

護
指
導
者
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ

プ
研
修
 
（
 
実
施
機
関
：

（
福
）
東
北
福
祉
会
 
認

知
症
介
護
研
究
・
研
修
仙
台

セ
ン

タ
ー

）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
認

知
症

介
護

指
導

者
養

成
研

修
 
 
（

 
実

施
機

関
：

（
福

）
東

北
福

祉
会

 
認

知
症

介
護

研
究

・
研

修
仙

台
セ

ン
タ

ー
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
認

知
症

介
護

実
践

リ
ー

ダ
ー

研
修

（
実

施
機

関
：

県
指

定
法

人
（

一
社

）
岡

山
県

老
人

保
健

施
設

協
会

、
 

 
 

 
 

 
 

 
（

公
財

）
岡

山
市

ふ
れ

あ
い

公
社

）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

事
業

所
が

短
期

利
用

共
同

生
活

介
護

を
行

う
場

合
に

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

研
修

修
了

者
を

配
置

す
る

必
要

あ
り

 
   小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
 

 業
者

、
認

知
症

対
応

型
共

同
生

 
 活

介
護

事
者

、
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

者
の

代
表

者
  

 認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

事
 

 業
所

の
計

画
作

成
担

当
者

 
 

 小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
 

 所
、
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

所
の

計
画

作
成

担
当

者
 

 
 認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
事

業
所

、
小

規
 

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
所

、
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
事

業
所

、
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

所
の

管
理

者
 

 

  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
小

規
模

多
機

能
型
サ

ー
ビ

ス
等

  
  

  
 
 
認

知
症
対

応
型
サ
ー

ビ
ス
事

業
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
計

画
作

成
担

当
者
研

修
  

  
  

  
  

  
 
管

理
者

研
修

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
（

実
施

機
関

：
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
（

実
施

機
関

：
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

（
福

）
岡

山
県

社
会

福
祉

協
議

会
）

  
  

 
（
福

）
岡

山
県

社
会

福
祉
協

議
会

）
 

 
認

知
症

対
応

型
サ

ー
ビ

ス
事

業
 

 
開

設
者

研
修

 
 

（
実

施
機

関
：

 
（

福
）

岡
山

県
社

会
福

祉
協

議
会

）
 

  
認

知
症

介
護

実
践

者
研

修
（

実
施

機
関

：
県

指
定

法
人
（

福
）
岡

山
県

社
会

福
祉

協
議

会
、
（

公
財

）
岡

山
市

ふ
れ

あ
い

公
社

、
一

般
社

団
法

人
 

岡
山

県
老

人
保

健
施

設
協

会
）

 
 

対
象

：
法

人
経

営
（

運
営

）
者

 
 
 

 
 

 
対

象
：

介
護

保
険

施
設

・
事

業
所

等
の

介
護

職
員

等
 

 

認
知
症
介

護
基
礎
研
修
（
実
施
機
関

：
（
福
）
東
北
福
祉
会
 

認
知
症
介
護
研
究
・
研
修

仙
台

セ
ン

タ
ー

）
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各
研

修
に

つ
い

て
１

認
知

症
介

護
基

礎
研

修
認

知
症

介
護

に
携

わ
る

者
が

、
認

知
症

の
人

や
家

族
の

視
点

を
重

視
し

な
が

ら
、

本
人

主
体

の
介

護
を

遂
行

す
る

上
で

基
礎

的
な

知
識

・
技

術
と

そ
れ

を
実

践
す

る
際

の
考

え
方

を
身

に
つ

け
、

チ
ー

ム
ア

プ
ロ

ー
チ

に
参

画
す

る
一

員
と

し
て

基
礎

的
な

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。
対

象
者

：
介

護
保

険
施

設
・
事

業
者

等
が

当
該

事
業

を
行

う
事

業
所

に
お

い
て

、
介

護
に

直
接

携
わ

る
職

員
の

う
ち

医
療

・
福

祉
関

係
の

資
格

を
有

さ
な

い
者

等
標

準
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
：
自

学
習

（e
ラ

ー
ニ

ン
グ

）
15

0分
程

度
２

認
知

症
介

護
実

践
者

研
修

認
知

症
に

つ
い

て
の

理
解

の
も

と
、

本
人

主
体

の
介

護
を

行
い

、
生

活
の

質
の

向
上

を
図

る
と

と
も

に
、

行
動

・
心

理
症

状
（

BP
SD

）
を

予
防

で
き

る
よ

う
認

知
症

介
護

の
理

念
、

知
識

・
技

術
を

修
得

す
る

と
と

も
に

、
地

域
の

認
知

症
ケ

ア
の

質
向

上
に

関
与

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
な

る
。

対
象

者
：
介

護
保

険
施

設
・
事

業
所

等
に

従
事

す
る

介
護

職
員

等
で

あ
っ

て
、

一
定

の
知

識
、

技
術

及
び

経
験

を
有

す
る

者
（
原

則
と

し
て

身
体

介
護

に
関

す
る

基
本

的
知

識
・
技

術
を

修
得

し
て

い
る

者
で

あ
っ

て
、

概
ね

実
務

経
験

２
年

程
度

の
者

）
標

準
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
：
講

義
・
演

習
24

時
間

（1
,4

40
分

）
、

実
習

：
課

題
設

定
24

0分
、

職
場

実
習

4週
間

、
実

習
の

ま
と

め
18

0分
３

認
知

症
介

護
実

践
リ

ー
ダ

ー
研

修
事

業
所

全
体

で
認

知
症

に
つ

い
て

の
理

解
の

も
と

、
本

人
主

体
の

介
護

を
行

い
、

生
活

の
質

の
向

上
を

図
る

と
と

も
に

、
行

動
・
心

理
症

状
（

BP
SD

）
を

予
防

で
き

る
チ

ー
ム

ケ
ア

を
実

施
で

き
る

体
制

を
構

築
す

る
た

め
の

知
識

・
技

術
を

修
得

す
る

こ
と

及
び

地
域

の
認

知
症

施
策

の
中

で
様

々
な

役
割

を
担

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

な
る

。
対

象
者

：
介

護
保

険
施

設
・
事

業
所

等
に

従
事

す
る

介
護

職
員

等
で

あ
っ

て
、

一
定

以
上

の
期

間
の

実
務

経
験

を
有

し
、

か
つ

、
認

知
症

介
護

実
践

者
研

修
の

修
了

後
一

定
の

期
間

を
経

過
し

て
い

る
者

（
介

護
保

険
施

設
、

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
又

は
指

定
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
お

い
て

介
護

業
務

に
概

ね
５

年
以

上
従

事
し

た
経

験
を

有
し

て
い

る
者

で
あ

り
、

か
つ

、
ケ

ア
チ

ー
ム

の
リ

ー
ダ

ー
又

は
リ

ー
ダ

ー
に

な
る

こ
と

が
予

定
さ

れ
る

者
で

あ
っ

て
、

認
知

症
介

護
実

践
者

研
修

を
修

了
し

１
年

以
上

経
過

し
て

い
る

者
）

標
準

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

：
講

義
・
演

習
31

時
間

（1
,8

60
分

）、
実

習
：
課

題
設

定
24

0分
、

職
場

実
習

4週
間

、
実

習
の

ま
と

め
42

0分
４

認
知

症
介

護
指

導
者

養
成

研
修

認
知

症
介

護
従

事
者

が
認

知
症

に
つ

い
て

の
理

解
の

も
と

、
本

人
主

体
の

介
護

を
行

い
、

生
活

の
質

の
向

上
を

図
る

と
と

も
に

、
行

動
・
心

理
症

状
（B

PS
D）

を
予

防
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

認
知

症
介

護
基

礎
研

修
、

認
知

症
介

護
実

践
研

修
及

び
認

知
症

介
護

実
践

リ
ー

ダ
ー

研
修

を
企

画
・
立

案
し

、
講

義
、

演
習

、
実

習
の

講
師

を
担

当
す

る
こ

と
が

で
き

る
知

識
・
技

術
を

習
得

す
る

こ
と

及
び

介
護

保
険

施
設

・
事

業
者

等
に

お
け

る
介

護
の

質
の

改
善

に
つ

い
て

指
導

す
る

と
と

も
に

、
自

治
体

等
に

お
け

る
認

知
症

施
策

の
推

進
に

寄
与

で
き

る
よ

う
に

な
る

。
対

象
者

：
実

践
リ

ー
ダ

ー
研

修
を

修
了

し
た

者
（

H1
2通

知
に

規
定

す
る

専
門

課
程

等
を

修
了

し
た

者
を

含
む

。
）
。

そ
の

他
要

件
あ

り
。

標
準

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

：
講

義
・
演

習
11

2時
間

（う
ち

30
時

間
は

職
場

に
お

け
る

オ
ン

ラ
イ

ン
研

修
）、

職
場

実
習

5週
間

（2
5日

）、
他

施
設

・
事

業
所

実
習

21
時

間
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令和７年５月１３日 

 

介護サービス事業所・介護保険施設 御中 

 

 

             岡山市保健福祉局高齢福祉部 事業者指導課長  

  

事業所対応向上講師派遣事業の利用について（ご案内） 

 

 

平素から、本市の介護保険行政にご協力とご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、本市では介護人材の育成と定着に取り組んでおり、事業所の困難事例への対応力強化

や事務効率化を支援するため、本年度も事業所対応向上講師派遣事業を実施いたします。 

つきましては、下記をご参照の上、本事業を積極的にご活用いただきますよう、ご案内いた

します。 

 

記 

 

１ 事業要領 

（１）申込方法 

派遣を希望される事業所は、別添の「事業所対応向上講師派遣事業申込票」へご記入の上、

下記の担当課まで郵送・ファクス・Ｅメールによりお申し込みください。 

相談内容により、講師を選定の上、日程調整を行い、派遣します。 

（２）派遣回数等 

派遣は１日１回、２時間程度とし、１つの事例について原則として２回までとします。 

（３）募集期間 

令和８年２月末までとし、予定の派遣件数に到達した場合は、年度途中でも事業を終了す

ることがあります。 

（４）費用、その他 

相談料は無料です。その他、詳細については、担当課へお尋ねください。 

 

２ 懸案や困難事例の具体例 

  ・利用者の尊厳を守るための身体拘束を行わないケア 

・共同生活になじみにくい入所者や利用者への対応 

・介護保険施設やグループホーム等での効果的なケアマネジメントの実践 

・本人要因と家族要因が重複し、支援計画が立てにくい 

・効率的な勤務計画と事務分担 

  ※利用者・家族からの苦情対応、損害賠償、経理に関する事例などは対象外とし、相談

内容に対応可能かどうか、事前に協議させていただきます。 

 

３ 派遣予定講師【順不同／敬称・役職省略】 

一般社団法人岡山県介護支援専門員協会から推薦 

    秋山 尚子  伊藤 麻由子  大原 由照  草野 貴史  坂本 綾子  篠原 静香 

    柴田 倫宏  鶴海 誠大  二宮 崇  三石 哲也  向谷 敬子 

    

  ※ご依頼の懸案事例により、同協会と協議・相談の上、上記の講師の中から派遣すること

になります。 

   

４ 担 当 

   岡山市保健福祉局高齢福祉部事業者指導課 訪問居宅事業者係 

〒700-0913 岡山市北区大供三丁目１番１８号 ＫＳＢ会館４階 

電話：086-212-1012 ＦＡＸ：086-221-3010 

E-mail 事業者指導課宛 ji2_shidou@city.okayama.lg.jp 

-47-
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　　年　　　　月　　　　日

事業所名及び
サービス種別

所在地

担当者名

FAX

事例の内容
(できるだけ具

体的に）

派遣形態

※講師

事業所対応向上講師派遣事業申込票

〒

連絡先

TEL

E－ｍａｉｌ

講師派遣
希望日時

（2時間程度）

第１希望

第２希望

第３希望

現地派遣　　・　Zoom活用　　　　　　（どちらかに○印をお願いします。）
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NO.

年　　月　　日

事業所名及
びサービス

種別

所在地

担当者名

FAX

・援助内容

講師名

〒

・訪問日時 　　月　　日（　　　）　　　時　　分　～　　　時　　分

継続　　・　　完結

事業所対応向上講師派遣事業報告書

連絡先

TEL

E－ｍａｉｌ

対応状況
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令 和 ８ 年 ２ 月 
岡山市事業者指導課 

 

「岡山市地域医療介護総合確保基金事業費補助金」について 
 

 日頃より、本市の介護保険制度の推進につきまして、ご理解とご協力をいただき、感謝いたしてお

ります。 
 さて、本課では、令和８年度中に「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」及び「看護小規模

多機能型居宅介護事業所」（以下「対象事業所」という。）を開設するための経費を主対象とする「岡

山市地域医療介護総合確保基金事業費補助金」について、募集を行う予定としています。 
 つきましては、募集要項の準備ができ次第、メールでご案内いたしますので、要件をご確認の上、

対象事業所の開設に当たっては、その活用についてご検討をお願いいたします。 
 
 
 
＜補助事業の概要＞ 
１．定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

○「整備助成補助金」 
・対象経費 整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費（要件あり） 

 
○「開設準備経費等支援補助金」 
・対象経費事業所の円滑な開所に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費（備品設置に伴

う工事請負費を含む。）報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工

事請負費。（要件あり） 
 
２．看護小規模多機能型居宅介護事業所 

○「整備助成補助金」 
・対象経費 整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費（要件あり） 

 
○「開設準備経費等支援補助金」 
・対象経費 事業所の円滑な開所に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費（備品設置に

伴う工事請負費を含む。）報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は

工事請負費。（要件あり） 
 
 
 
 
 

問い合わせ先 
岡山市保健福祉局高齢福祉部事業者指導課 
訪問居宅事業者係 電話 086-212-1012 
通所事業者係   電話 086-212-1013 
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 事故報告書 （事業者→岡山市）   
※第１報は、少なくとも1から6までについては可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも５日以内を目安に提出すること
※選択肢については該当する項目をチェックし、該当する項目が複数ある場合は全て選択すること

☐ 第1報 ☐  第 報 ☐ 最終報告 提出日：西暦    年  月  日

事故状況の程度 ☐ ☐ 入院 ☐ 死亡 ☐ その他（ ）

死亡に至った場合
死亡年月日

西暦 年 月 日

法人名

事業所（施設）名 事業所番号

サービス種別

氏名・年齢・性別 氏名 年齢 性別： ☐ 男性 ☐ 女性

サービス提供開始日 西暦 年 月 日 保険者

住所 ☐ 事業所所在地と同じ ☐ その他（

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 自立

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M

発生日時 西暦 年 月 日 時 分頃（24時間表記）

☐ 居室（個室） ☐ 居室（多床室） ☐ トイレ ☐ 廊下

☐ 食堂等共用部 ☐ 浴室・脱衣室 ☐ 機能訓練室 ☐ 施設敷地内の建物外

☐ 敷地外 ☐

☐ 転倒 ☐ 異食 ☐ 不明

☐ 転落 ☐ 誤薬、与薬もれ等 ☐ その他（ ）

☐ 誤嚥・窒息 ☐ 医療処置関連（チューブ抜去等）

発生時状況、事故内容の
詳細

その他
特記すべき事項

発生時の対応

受診方法 ☐  施設内の医師(配置医含む)が対応 ☐ 受診
(外来･往診)

☐ 救急搬送 ☐ その他（ ）

受診先

診断名

☐ 切傷・擦過傷 ☐ 打撲・捻挫・脱臼 ☐ 骨折(部位：                 )

☐ その他（                                             ）

検査、処置等の概要

1事故
状況

2
事
業
所
の
概
要

所在地

受診(外来･往診)、自施設で応急処置

3
対
象
者

）

身体状況

要介護度

認知症高齢者
日常生活自立度

4
事
故
の
概
要

発生場所

事故の種別

その他（              ）

連絡先（電話番号）

5
事
故
発
生
時
の
対
応

医療機関名

診断内容

1/2
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利用者の状況

☐ 配偶者 ☐ 子、子の配偶者 ☐ その他（ ）

西暦 年 月 日

☐ 他の自治体 ☐ 警察 ☐ その他

自治体名（ ） 警察署名（ ） 名称（ ）

本人、家族、関係先等
への追加対応予定

6
事
故
発
生
後
の
状
況

家族等への報告

9 その他
特記すべき事項

報告した家族等の
続柄

連絡した関係機関
(連絡した場合のみ)

7 事故の原因分析
（本人要因、職員要因、環境要因の分析）

（できるだけ具体的に記載すること）

8 再発防止策
（手順変更、環境変更、その他の対応、
再発防止策の評価時期および結果等）

（できるだけ具体的に記載すること）

報告年月日

2/2
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に
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版
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介護サービス情報の公表制度 
 
 
１   介護サービス情報の公表制度の概要 

介護サービス情報の公表制度は、介護保険法に基づき、介護サービスを利用しようとする者等が

介護サービス事業所を主体的かつ適切に選択するための情報をインターネット等により提供する仕

組みとして平成１８年度から導入されました。 

介護サービス事業所が国の管理するシステムに入力することにより、調査・公表 事務を運営す

る市の審査・公表手続を経て、インターネットを通じて公表されることとなります。 

調査事務及び公表事務は、平成３０年度から政令指定都市に権限移譲されましたので、岡山市内

の事業所については、岡山市で実施することとなりました。 

＊岡山県内で岡山市外に所在する事業所は、従前どおり岡山県で実施します。 

    
２ 令和７年度の運営の概要について 

（１）新規事業所（一部のみなし事業所を除く。）は、「基本情報」のみを公表システムにより報告し

ます。 

（２）既存事業所（基準日（４月１日)前の一年間に提供したサービスの対価として 支払いを受けた

金額が１００万円を超える事業所のみ）は、「基本情報」及び「運営情報」を公表システムにより

報告します。 

（３）新規及び既存事業所は、「市独自項目」及び「事業所の特色」を任意で公表することができま

す。 

（４）市が定める指針に基づき、必要に応じて調査を実施します。 

（５）令和７年度の具体的な事業運営については、令和７年度「公表計画」を定め、改めてお知らせ

します。 

 

３ その他 

事業所向け操作マニュアル及び報告サブシステム（事業所向け）ＵＲＬ等介護サービス情報に関

することは、下記に掲載されています。 

岡山市保健福祉局高齢福祉部事業者指導課ＨＰ 

「介護サービス情報の公表」について 

 

 令和７年度 

 
 
 
 
公表内容 

 
 
必須項目 

基本情報 

運営情報 

 
 
任意項目 

市独自項目 

事業所の特色 

調 査 調査指針に基づき知事が必要と認める場合に実施 

手数料 負担なし 

公表サーバー 国が一元管理するサーバーで公表 

実施機関 岡山市が直接実施（事業者指導課） 
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令和７年度版 

岡山市「介護サービス情報の公表」制度の仕組み 
 

介護サービスを利用しようとする者等が介護サービス事業者を主体的に選択できるように、その判断に資するための 

「介護サービス情報」を、比較検討が可能な形でインターネットを通じて提供する仕組み 
 

岡 山 市 令和７年度公表計画の策定   ＆ 調査指針の策定 
 

① 

通 

知 
 

介護サービス事業者 
 

★介護サービス情報★ 
 

介護サービスの内容及び運営状況に関する情報であって、要介護者等が適切かつ円滑に介 
護サービスを利用することができる機会を確保するために公表されることが必要なもの 

        ―基本情報―                    ―運営情報― 
〈例〉 〈例〉 

・事業所の職員体制 

・床面積、機能訓練室等の設備 

・利用料金・特別な料金 

・サービス提供時間 

・従業者に関する情報（従業者の資質向上 

に向けた取組状況（各種研修、キャリア 

段位制度の取組等） 等 

・介護サービスに関するマニュアルの有無・サービス提供内容の 

記録管理の有無・職員研修のガイドラインや実績の有無 

身体拘束を廃止する取り組みの有無 

財務諸表    等  
 
 

 
 
 
 

事業所の特色 

―任意情報― 

市独自項目  
・成年後見制度への配慮の状況 

サービスの内容、従業者・利用者の特色 

等に関する自由記述、画像等の登載、     

雇用管理に係る情報（勤務時間、賃金体 

系、休暇制度、福利厚生、離職率   等）

重要事項 

        ･人権擁護及び虐待の防止に関する従者  

研修の実施状況 

       ･非常災害時における避難又は救出に係

る訓練等の実施状況                              

 

 
 
 
 
 

介護サービス情報 

公表システム 

② 岡 
事 国が一元管理するシステム 山  
業 を活用して公表 市 

者 が 

が 調 

報 
告 査 

②事業者からの報告 

1 原則、インターネットによる報告 

2 １ができない場合は、 調査
表に記入後、岡山市へ提出 

※調査指針に基づき調査を実施 ※ 
 
 

岡山市（事業者指導課） 
  
 

受 理  

 
③ 

確 認 

市 

が 

公 

表 

 

 
 

利用者又はその家族等 
 

「介護サービス情報」に基づく比較検討を通じて、自ら主体的に介護サービス事業者を選択 
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